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（ 開議時刻 １０時００分 ） 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は 10 名です。定足数に達

していますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、４番、柴田勇雄

議員及び５番、山岸はる美議員を指名します。 

  次に、日程第２、議案第26号、令和７年度葛巻

町一般会計補正予算（第２号）から日程第14、認

定第６号、令和６年度葛巻町下水道事業会計決算

の認定についてまでの 13 議案について、輝くふ

るさと常任委員会に審査を付託しておりました

ので、輝くふるさと常任委員長の審査報告を求め

ます。輝くふるさと常任委員会、辰柳敬一委員長。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次

のとおり決定したので、葛巻町議会総合条例第

157条の規定により報告します。 

  議案第 26 号、令和７年度葛巻町一般会計補正

予算（第２号）、審査の結果、賛成全員をもって

原案可決。議案第27号、令和７年度葛巻町国民健

康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）、審

査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第28

号、令和７年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第１号）、審査の結果、賛成全員を

もって原案可決。議案第29号、職員の育児休業等

に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例の一部を改正する条例、審査の結

果、賛成全員をもって原案可決。議案第30号、葛

巻町の議会議員及び長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第

31号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を

求めることについて、審査の結果、賛成全員をも

って意見適任。議案第32号、財産の取得に関し議

決を求めることについて、審査の結果、賛成全員

をもって原案可決。認定第１号、令和６年度葛巻

町一般会計歳入歳出決算の認定について、審査の

結果、賛成全員をもって原案認定。認定第２号、

令和６年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会

計歳入歳出決算の認定について、審査の結果、賛

成全員をもって原案認定。認定第３号、令和６年

度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、審査の結果、賛成全員をも

って原案認定。認定第４号、令和６年度葛巻町国

民健康保険病院事業会計決算の認定について、審

査の結果、賛成全員をもって原案認定。認定第５

号、令和６年度葛巻町水道事業会計決算の認定に

ついて、審査の結果、賛成全員をもって原案認定。

認定第６号、令和６年度葛巻町下水道事業会計決
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算の認定について、審査の結果、賛成全員をもっ

て原案認定。 

  以上のとおり報告いたします。令和７年９月12

日、輝くふるさと常任委員会委員長、辰柳敬一。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わり

ました。 

  お諮りします。議案第 26 号から認定第６号ま

での 13 議案は、輝くふるさと常任委員会で質疑

を終わっていますので、質疑を省略し、討論、採

決に入りたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより日程第２、議案第26号、令和７年度葛

巻町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 26 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第26号、令和

７年度葛巻町一般会計補正予算（第２号）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第３、議案第27号、令和７年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 27 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第27号、令和

７年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補

正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、日程第４、議案第28号、令和７年度葛巻

町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 28 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は
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起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第28号、令和

７年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決され

ました。 

  次に、日程第５、議案第29号、職員の育児休業

等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 29 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第29号、職員

の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条

例は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第６、議案第30号、葛巻町の議会議

員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 30 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第30号、葛巻

町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第７、議案第31号、人権擁護委員の

候補者の推薦に関し意見を求めることについて

を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 31 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は適任です。委員長

の報告のとおり適任とすることに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第31号、人権

擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり適任とするこ
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とに決定しました。 

  次に、日程第８、議案第32号、財産の取得に関

し議決を求めることについてを議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 32 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第32号、財産

の取得に関し議決を求めることについては、委員

長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第９、認定第１号、令和６年度葛巻

町一般会計歳入歳出決算の認定についてから日

程第14、認定第６号、令和６年度葛巻町下水道事

業会計決算の認定についてまでの６議案を一括

議題とします。 

  お諮りします。認定第１号から認定第６号まで

の６議案について、一括討論を行いたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認め、認定第１号から認定第６号ま

での６議案について、一括討論を行います。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

（ 「なし」の声あり ） 

  次に、原案に賛成者の発言を許します。９番、

山崎邦廣議員。 

 

９番（ 山崎邦廣議員 ） 

  私は、認定第１号から認定第６号までの令和６

年度葛巻町一般会計歳入歳出決算から５件の特

別会計歳入歳出決算につきまして、先ほどの輝く

ふるさと常任委員会委員長の報告のとおり、認定

することに賛成であります。以下、その理由を申

し述べます。 

  令和６年度、日本の経済は、日経平均株価で７

月に史上最高値を更新するとともに、大企業を中

心に33年ぶりとなる高い水準の賃上げが実現し、

インバウンドの需要も回復を後押しした一方で、

地方や中小企業にはその流れが行き渡っている

実感がなく、原材料費の価格上昇もあって、先行

きは緩やかな回復が期待されましたが、依然とし

て不透明な状況で推移いたしました。 

  そのような中、町では最重要課題と位置づけて

いる人口減少対策及び地方創生に関する施策の

ほか、喫緊の課題である物価高騰対策に積極的に

取り組まれた１年でありました。 

  また、令和６年度は、総合計画後期計画の１年

目の年であり、課題の解決に向け、「いきいきと

輝き続ける“ひと”」、「誰もが住みたくなる“ま

ち”」、「地域資源を活かす“しごと”」を基本

目標に、各分野においてまちづくりが一層推進さ

れたものと認識しております。 

  まず、「いきいきと輝き続ける“ひと”」に関
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する取組では、医療費助成や出産祝金事業、保育

料及び給食費の無償化などを継続したほか、保育

園にエアコンの追加設置を行うなど、保育環境の

快適性と利便性の向上を図っていただきました。 

  また、教職員住宅整備事業により、教職員が町

内に在住して教育活動に専念できる環境の構築

を図るとともに、葛巻高校の海外研修を再開さ

せ、高校の魅力化を図るなど、子育て環境の充実、

教育の充実、保健医療の充実に係る一人一人の子

供、保護者に寄り添ったきめの細かい支援施策を

実施していただきました。 

  あわせて、新婚ライフサポート事業において

は、町に定住する新婚夫婦に向けたウエディング

祝金を創設、若者の結婚に向けた支援の充実を図

るなど、町への若者定着や出生数の増加に向け、

確実に対策を講じていただきました。 

  また、光熱水費の高騰や高齢化等による自治会

の負担軽減に向け、自治会活動交付金の拡充を継

続するなど、自治会の実情に即したコミュニティ

ー活動の推進を支援いただいたことに感謝を申

し上げたいと思います。 

  次に、「誰もが住みたくなる“まち”」に関す

る取組では、住宅取得支援事業や快適な住まいづ

くり応援事業のほか、物価高騰による工事費の上

昇に対応し、水洗化普及事業を拡充するなど、各

事業の連携による住環境の充実を強化し、人口減

少、少子高齢化が進行する中にあっても、誰もが

安心して快適な生活を送ることができるよう、各

種施策を実施していただきました。 

  また、役場庁舎など建設事業の２期工事では、

消防分署棟及び公用車車庫棟が完成し、町民の利

便性と生活環境の快適性の向上及び町のにぎわ

い創出に向けたくずま～る周辺の環境整備が着

実に進んでいることから、誰もが地域で暮らすこ

とができる持続可能なまちづくりの取組に引き

続き期待をするものでございます。 

  次に、「地域資源を活かす“しごと”」に関す

る取組では、酪農振興において、畜産労働力負担

軽減対策事業を拡充し、畜産農家の作業効率の向

上と労働力負担軽減に向けた対策を講じていた

だいたほか、補正予算において畜産生産資材価格

等高騰対策支援事業を創設し、畜産農家の経済的

負担の軽減と事業継続を図るための対策を迅速

に講じていただきました。このことに敬意を表す

るものであります。 

  林業振興においては、令和６年度から賦課徴収

されている森林環境税を原資に譲与される森林

環境譲与税を活用した森林保全特別対策事業の

メニュー拡充による実績増加が顕著に表れてお

り、今後より一層の森林整備が推進されることを

期待するものであります。 

  また、雇用の確保対策では、補正予算により雇

用促進住宅確保支援事業を創設し、町内企業が従

業員向けの住宅を確保する際の支援を迅速に講

じていただいたことにより、町内の雇用確保と空

き家の利活用が一層図られたものと認識してお

ります。 

  町の財政運営に係る各種財政指標につきまし
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ても、総じて良好な状態が維持されているところ

であり、庁舎等建設事業など、ここ数年の大型事

業の集中により地方債残高が増加しているもの

の、交付税措置のある有利な起債を活用している

ほか、余剰財源などを活用して地方債の繰上償還

や基金への積み増しなど、町の将来を見据えた財

政健全化の取組に努めていただいたものと評価

をするものであります。町財政の健全性維持は、

町政の安定的な運営にとって極めて重要である

ことから、引き続き堅実な財政運営に努めていた

だきたいと思います。 

  以上、申し上げましたとおり、一般会計におき

ましては、各事業が効率的かつ効果的に執行され

たことは高く評価するものであります。 

  次に、特別会計であります。国民健康保険事業

勘定特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計

においては、所期の目的に沿った予算執行がなさ

れております。国保会計では、構造的な財源不足

を解消するため、令和７年度の税率改正に向け、

進めてきている中、令和６年度予算において財源

不足が見込まれたことにより、平成19年度以来、

17 年ぶりとなる県からの財政安定化基金貸付金

の借入れを行うなど、国保会計を取り巻く状況は

厳しさを増しております。引き続き、国保財政の

健全化と、町民が安心して医療を受けられるよう

ご尽力いただきたいと思います。 

  病院事業会計においては、物価高騰に伴う医療

材料費や光熱水費の増加、全国的な賃上げ傾向を

受けた人件費の増加など、医療費用が増加傾向で

あり、経営面において厳しい状況ではあります

が、引き続き地域住民の命と健康を守るため、必

要な医療サービスの提供と安定的な経営に努め

ていただきますよう期待をするものであります。 

  また、水道事業会計においても、施設の老朽化

に伴う更新需要の増大などにより厳しい経営が

続いておりますが、令和７年１月には平成 17 年

度以来、16 年ぶりに平均 16％の値上げとなる料

金改定が行われたことから、事業を将来にわたっ

て安定的に継続していくために、引き続き収支均

衡を意識した経常費用の抑制と、収支計画の精査

による水道事業経営の健全化に取り組まれるこ

とをお願いするものであります。 

  令和６年度から公営企業会計に移行した下水

道事業においては、施設の適切な維持管理のほ

か、町内の水洗化率の向上に努めていただいたと

ころであり、引き続き快適で衛生的な暮らしを守

るため、ご尽力いただきたいと思います。 

  以上のことから、冒頭申し上げましたとおり、

各会計の決算認定に賛成するものであります。議

員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ

まして、私の賛成討論を終わります。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  ほかに討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから採決に入ります。この採決は起立によ

って行います。 
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  認定第１号、令和６年度葛巻町一般会計歳入歳

出決算の認定について、本案に対する委員長の報

告は認定するものです。委員長の報告のとおり認

定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第１号、令和

６年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いては、委員長報告のとおり認定することに決定

しました。 

  次に、認定第２号、令和６年度葛巻町国民健康

保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、本案に対する委員長の報告は認定とするも

のです。委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第２号、令和

６年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳

入歳出決算の認定については、委員長報告のとお

り認定することに決定しました。 

  次に、認定第３号、令和６年度葛巻町後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、本案に対する委員長の報告は認定とするもの

です。委員長の報告のとおり認定することに賛成

の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第３号、令和

６年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定については、委員長報告のとおり

認定することに決定しました。 

  次に、認定第４号、令和６年度葛巻町国民健康

保険病院事業会計決算の認定について、本案に対

する委員長の報告は認定とするものです。委員長

の報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第４号、令和

６年度葛巻町国民健康保険病院事業会計決算の

認定については、委員長報告のとおり認定するこ

とに決定しました。 

  次に、認定第５号、令和６年度葛巻町水道事業

会計決算の認定について、本案に対する委員長の

報告は認定とするものです。委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第５号、令和

６年度葛巻町水道事業会計決算の認定について

は、委員長報告のとおり認定することに決定しま

した。 

  次に、認定第６号、令和６年度葛巻町下水道事

業会計決算の認定について、本案に対する委員長

の報告は認定とするものです。委員長の報告のと

おり認定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第６号、令和

６年度葛巻町下水道事業会計決算の認定につい

ては、委員長の報告のとおり認定することに決定

しました。 

  次に、日程第15、議員派遣の件についてを議題



 

 

- 8 - 

 

とします。 

  お諮りします。葛巻町議会総合条例第121条第

１項の規定により、議員派遣の件に記載されてい

るとおり議員を派遣したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。したがって、議員派遣の

件については、記載のとおり派遣することに決定

しました。 

  以上で本日の日程は全て終了し、本定例会議に

付された事件は全部終了しました。 

  これで令和７年葛巻町議会９月定例会議を終

了します。 

  次回は、12月第１金曜日の５日に再開すること

とします。お疲れさまでした。 

 

（ 散会時刻 １０時３３分 ） 

 


